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行政不服審査並等の改正に伴う平成21年度末における通知書

（保快指付等閥幌）の発送に係る事務処理について

行政不服審査法（平成 26年法俸第飽号）及ひ？？政不服審査法の篇行に伴う

関係法律の整備等に関する法律｛平成26年法律第69号）（以下「改正法』とい

うロ）の縮行自については、平成 2S年4月1日とされているところであるが、

その適用については処分の遇知が相手方に到達した時点により執l断されること

となるため、勉行目前に発送した場合であっても、相手方への到達が施行日後

となる場合には改宣訟の規定が適用される．

このため、平成27年度末における保険給付等の支給決定等に係る通知書（以

下 f通知書JというJの宛送に係る事務処理については下記のとおりとする

ので、遺漏なきょう取り扱われたい固

なお、全体のスケジユ｝ル ζついては別紙1を参照すること．

記

1 労災行政情報管理システムにより出力される通知畜

労災符政情報管理システムにより教示文を含め出力される遇知書について

は早成28年 3Jl 28闘の業務開始時点から、改定後の様式（以下 f新様式j

どいう．）が出力されるよう労災行政情報管翠システムの改修を行っているの

で、平成27年度末における発送に係る事務処理については以下のとおりとす

る．

(1)平成2S年3月 22日から同月 25日までに出力発送する通知香

平成初年3月 zseの業務終了時点までは、改正前の様式が出カされる

が、平成28年3月 22日から同月 25目までに出カ 発送する通知書につい

ては、施行後に到達する可蝕性が考えられることから 別紙2により指定



する教示文に係るお知らせ (SIi紙3-1又は別紙 3 2）を同封し、簡易

書留郵便により発送寸ること。

なお請求人への到達Rにより、不服申し立てに係る取鍛いが呉なるこ

とから駅j紙• r平成27年度末通知書発送記録簿J（参考様式）等により、

通知書の到達日等を管理すること＠なお、郵便追跡サーピスにより追跡を

行うことができる期間は、郵便物を受け付けてから 100日程度とされてい

ることに留意すること。

(2）平成初年3月初日から同月 31日までに出力する通知書

乙一 平戒 28年3月 28日以後に出力する透知書については新様式が出力さ

れるため 同月 31日に簡易書留郵便により発送すること。

2 管理換帳票に教示文が記載されている通知書

労災行政情報管理システムを用いて作成する通知書のうち、管理換帳菜に

教示文が記載されている通知書については、新犠式を配布することとしてい

るが、平成 27年度末における発送に係る事務処理については原則として、

毘の1と同様であるとと＠

3 本省において印書・発送する通知書

本省において印省発送する次に示す通知書については、本省が書寄託する

印寄業者において新様式を印香し、平成 28年3月 31＂に発送するとととす

るので留意されたい。
( 1）平成 28年3月初日が支払日である保険給付（費用、一時金、介護、葬

祭料、アフターケア通晴費）に係る支給決定通知書支払振込通知書

〔2）平成 28年3月 31日が支払目である保険給付（休業）に係る支給決定通

知書支払振込遇知書

4 その他
『労働者災容補償保険の年金たる保険給付及び特別支給金の支払の一時差

止めについて G亙知）』（年金通知用式第10号）など上毘lから3までに掲

げる通知書以外の通知書についても、同様に対応すること。


